
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科　　　　　　　　目 金　　　　　額
当 期 未 処 分 剰 余 金

剰 余 金 処 分 額

利 益 準 備 金

普通出資に対する配当金（年１％）

優先出資に対する配当金（年1.7％）

次 期 繰 越 金

124,359,699

94,243,101

7,000,000

19,243,101

68,000,000

30,116,598

以上のとおりであります。

平成23年6月

羽 後 信 用 金 庫

理 事 長　　伊　東　冨　男

専務理事　　天　野　善　教

常勤理事　　池　田　　　秀

理　　事　　齋　藤　銑四郎

同 佐　藤　久　弥

同 大　井　永　吉

同 村　岡　淑　郎

理　　事　　高　橋　弘　隆

同 長　田　憲　一

同 小　川　邦　則

同 石　川　勝　三

同 近　藤　道　哲

同 熊　谷　　　健

以上監査の結果、適法かつ正確であることを
認めます。

監　　事　　今　野　鍠　司

員外監事　　黒　澤　大　司

お　　　願　　　い
お届けの住所または居所等にご変更が生じた際には、当金
庫までご連絡ください。ご連絡がないことによって、当金
庫がお客様（会員）に発信した通知が到達せず、継続して
返送されてきた場合には、以後の通知は行わないことがあ
りますのでご了承ください。

本　　　店／〒015-0816 秋田県由利本荘市大町32
TEL.0184-23-3001 FAX.0184-23-3278

仁賀保支店／〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字中町80－2
TEL.0184-35-4649 FAX.0184-35-4648

大 内 支 店／〒018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町字日渡170－１
TEL.0184-65-2057 FAX.0184-65-2058

湯 沢 支 店／〒012-0845 秋田県湯沢市材木町2－1－12
TEL.0183-73-5128 FAX.0183-73-5129

横 手 支 店／〒013-0022 秋田県横手市四日町2－8
TEL.0182-32-8211 FAX.0182-32-8213

稲 川 支 店／〒012-0105 秋田県湯沢市川連町字万九郎屋布75－2
TEL.0183-42-2181 FAX.0183-42-2182

御 門 支 店／〒015-0861 秋田県由利本荘市御門140
TEL.0184-24-3131 FAX.0184-24-3133

石 脇 支 店／〒015-0012 秋田県由利本荘市石脇字田尻28－64
TEL.0184-22-8778 FAX.0184-22-8780

象 潟 支 店／〒018-0106 秋田県にかほ市象潟町字五丁目塩越82－1
TEL.0184-43-5840 FAX.0184-43-5842

川 口 支 店／〒015-0051 秋田県由利本荘市川口字八幡前229－1
TEL.0184-24-5755 FAX.0184-24-5855

矢 島 支 店／〒015-0404 秋田県由利本荘市矢島町七日町字羽坂12－7
TEL.0184-55-3140 FAX.0184-55-2400

本 荘 支 店／〒015-0078 秋田県由利本荘市谷地町136
TEL.0184-22-1234 FAX.0184-22-2400

由 利 支 店／〒015-0341 秋田県由利本荘市前郷字前郷28
TEL.0184-53-4195 FAX.0184-53-2400

鳥 海 支 店／〒015-0501 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字赤渋32－2
TEL.0184-57-2320 FAX.0184-57-2400

東由利支店／〒015-0211 秋田県由利本荘市東由利老方字老方4－5
TEL.0184-69-2330 FAX.0184-69-2400

岩 城 支 店／〒018-1301 秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢85－8
TEL.0184-73-2020 FAX.0184-73-2400

西 目 支 店／〒018-0604 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2－310
TEL.0184-33-2244 FAX.0184-33-2400

大 曲 支 店／〒014-0014 秋田県大仙市大曲福住町9－16
TEL.0187-62-3322 FAX.0187-62-6870

大 町 支 店／〒014-0048 秋田県大仙市大曲上大町10－17
TEL.0187-62-1805 FAX.0187-62-1807

大曲南支店／〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町14－34
TEL.0187-62-7755 FAX.0187-62-7888

大曲東支店／〒014-0022 秋田県大仙市大花町5－54
TEL.0187-66-2601 FAX.0187-66-2602

六 郷 支 店／〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字馬町56－1
TEL.0187-84-1126 FAX.0187-84-1127

西仙北支店／〒019-2112 秋田県大仙市刈和野字清光院後42－28
TEL.0187-75-0370 FAX.0187-75-1285

大 森 支 店／〒013-0514 秋田県横手市大森町字大中島250－1
TEL.0182-26-4531 FAX.0182-26-4532

神 岡 支 店／〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字神宮寺165
TEL.0187-72-3355 FAX.0187-72-4525

協 和 支 店／〒019-2411 秋田県大仙市協和境字野田20－4
TEL.018-892-3020 FAX.018-892-3021

横手西支店／〒013-0063 秋田県横手市婦気大堤字下久保139－1
TEL.0182-33-2700 FAX.0182-33-2737

角 館 支 店／〒014-0316 秋田県仙北市角館町岩瀬町22
TEL.0187-54-2176 FAX.0187-54-2225

中 仙 支 店／〒014-0203 秋田県大仙市北長野字野口前63－1
TEL.0187-56-3210 FAX.0187-56-3211

太 田 支 店／〒019-1601 秋田県大仙市太田町横沢字堀の内2－7
TEL.0187-88-2311 FAX.0187-88-2312

能 代 支 店／〒016-0821 秋田県能代市畠町4－11
TEL.0185-52-3226 FAX.0185-89-1130

能代南支店／〒016-0852 秋田県能代市出戸本町15－2
TEL.0185-89-1500 FAX.0185-89-1502

森 岳 支 店／〒018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字長田3－1
TEL.0185-83-3005 FAX.0185-83-3006

八 竜 支 店／〒018-2407 秋田県山本郡三種町浜田字上浜田251－1
TEL.0185-85-2155 FAX.0185-85-2156

二ツ井支店／〒018-3155 秋田県能代市二ツ井字比井野131－2
TEL.0185-73-2911 FAX.0185-73-2912

円

常勤監事　　佐　藤　信　悦

常勤監事　　沢田石　信　夫

第63期損益計算書
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　額
経 常 収 益
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
そ の 他 の 受 入 利 息
役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益
そ の 他 業 務 収 益
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
そ の 他 の 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益
株 式 等 売 却 益
そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
給付補てん備金繰入額
そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用
そ の 他 業 務 費 用
外 国 為 替 売 買 損
国 債 等 債 券 売 却 損
国 債 等 債 券 償 却
そ の 他 の 業 務 費 用
経 費
人 件 費
物 件 費
税 金
そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
株 式 等 償 却
そ の 他 資 産 償 却
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 利 益
償 却 債 権 取 立 益
そ の 他 の 特 別 利 益
特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失
そ の 他 の 特 別 損 失
税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
過 年 度 法 人 税 等
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
前 期 繰 越 金
当 期 未 処 分 剰 余 金

2,920,809
2,340,385
250,180
315,087
15,155
179,880
102,701
77,179
99,331
11,960
84,984
2,386
12,896

580
12,315

200,167
188,409
11,492

265
353,790
32,097
321,693
87,159

353
15,962
70,438

405
1,829,774
1,009,720
767,505
52,548
567,956
529,646
1,610
223

5,141
31,333

1,176
42,861

244
10,380
10,672

3,212,917

3,038,848

174,069
44,037

21,297

196,809
24,877
85,484
18,919
129,281
67,528
56,831
124,359

千円

注１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．出資１口当たり当期純利益金額 △１銭
３．その他の経常収益には、債権売却による売却損を貸倒引当金の目的取崩額が上回ることによる収益２，８９８
千円を含んでおります。
４．その他の経常費用には、信用保証協会負担金１９，４５３千円を含んでおります。
５．その他の特別利益には、偶発損失引当金戻入益４２，４２３千円、睡眠預金払戻損失引当金戻入益４３８千円
を含んでおります。
６．その他の特別損失には、資産除去債務に関する会計基準の適用初年度における既存資産に対する除去費用相当
額の期首残高と資産除去債務との差額１０，６７２千円を含んでおります。
７．当期において、以下の資産について、減損損失を計上しております。

営業用店舗については、営業店（本店、各支店（出張所を含む））毎に継続的な収支の把握を行っていること
から各営業店を、遊休資産は各資産を、グルーピングの最小単位としております。本部は独立したキャッシュ・
フローを生み出さないことから共用資産としております。
営業店損益が継続してマイナスとなったこと及び継続的な地価の下落等により、事業用不動産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額１０，３８０千円を「減損損失」として特別損失に計上しております。なお、
当期の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売却価額は、不動産鑑定士の鑑
定評価額に基づき算定しております。

　　地域

大仙市内

由利本荘市内

能代市内

　　合計

  主な用途

営業用店舗

営業用店舗

営業用店舗

  　  種類

事業用不動産

事業用不動産

事業用不動産

１０,１０３

１５１

１２４

１０,３８０

減損損失（千円）

平成22年4月 1 日から 
平成23年3月31日まで 

第63期 

剰 余 金 処 分



（資　産　の　部） （負　債　の　部）

会員の皆さまにはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素

は当金庫の業務に対し、格別のご支援ご愛顧を賜り誠に有り難く厚くお

礼申し上げます。このたび第63期の決算を終えましたので、その概況を

ご報告いたします。

平成22年度のわが国経済は、平成20年のリーマンショックによる大幅

な落ち込みから緩やかな回復を続けてきましたが、夏場以降、海外経済

の減速や円高の影響から生産の増加ペースが鈍化したことにより、改善

の動きに一服感もみられておりました。また、年度末を前に、東北地方

は大震災に見舞われ、太平洋沿岸は地震と津波により大きな被害を受け

ました。さらに原子力発電所の事故も加わり、地域経済に与える影響は

大きいものと憂慮しております。

一方、当地区の経済も、公共投資による景気下支え効果や経済対策効

果による耐久消費財の販売が増加しているものの、これまで地区経済を

リードしてきた電気部品などの製造部門が海外に生産を移管する動きに

より、下請企業の廃業や収益悪化を招き、雇用環境も改善の兆しも見ら

れず、また、個人所得の減少による消費の低迷、小売業を中心とした中

小企業の業績低迷等厳しい状況の中で推移しました。

このような経営環境下において、当金庫は、「会員・お客さま満足度

の高い金融の実現」と「持続的発展が可能な地域社会づくりに向けた金

融の実現」の２つの命題に向けて積極的に取り組んでまいりました。

しかし、個人所得の減少による消費の低迷、企業業績の低迷等により、

預金積金は、期末残高で16億円減少し1,320億円となり、貸出金も金融

円滑化等に向けて積極的に対応しましたが、資金需要の低迷により期末

残高では26億円減少し755億円となりました。

なお、損益面につきましては、貸出金の減少により資金運用益は減少

しましたが、経費削減を重要事項として取り組んだことから、業務純益

については、756百万円と一定の水準を維持することができました。

一方、地域経済の低迷等から、貸倒引当金繰入額は529百万円となり

ましたが、前期より大幅に減少したことから、経常利益は174百万円、

当期純利益は67百万円を計上することができました。

迎える平成23年度のわが国経済は、震災復興に向け積極的に財政出動

が実行されるものと思われますが、財政問題や少子高齢化等が立ちはだ

かっております。また、雇用問題や環境問題など社会的問題も多く内包

しており、電力不足も加わり楽観は出来ない状況にあります。

当金庫は、今まで以上に会員をはじめとした地域の皆様から一層信頼

されるために、相互扶助の精神に基づき、中小企業の良きパートナーと

して、安定した円滑な資金供給や経営相談などに積極的に取り組んでま

いりますのでご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。

平成23年6月

理事長　伊　東　冨　男

認める額を計上しております。
11．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
12．所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に
準じた会計処理によっております。

13．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
14．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額５２百万円
15．有形固定資産の減価償却累計額４,２５６百万円
16．貸出金のうち、破綻先債権額は２，３３４百万円、延滞債権額は１２,７１６百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものと
して未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第
97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以

外の貸出金であります。
17．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は９６百万円であります。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもので
あります。

18．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は２６５百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債

務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
19．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１５,４１４百万円であります。

なお、16．から19．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
20．ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した
貸出金の元本の事業年度末残高の総額は、６４７百万円であります。

21．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法
で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は５５６百万円であります。

22．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券　　１０６百万円
担保資産に対応する債務

預金　　　　３０６百万円
上記のほか、為替決済の取引の担保として、預け金１,５００百万円を差し入れております。

23．出資１口当たりの純資産額１５９円１７銭
24．金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合管理（A L M）をしております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業区域内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的及び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスク及び金利の変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当金庫は、融資業務及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保

の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか融資管理部により行われ、また、経営陣は、定期的に常務会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経営管理部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
(ⅰ)金利リスクの管理
当金庫は、A L Mによって金利の変動を管理しております。
市場リスク管理規程及び資金運用基準等において、リスク管理方法等を記載しており、常務会において、実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議

を行っております。
具体的には、経営管理部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析によりモニタリングを行い、月次

ベースで常務会へ報告しております。
(ⅱ)為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、為替リスク量の把握を定期的に行い管理しております。

(ⅲ)価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、常務会の方針に基づき、理事会の監督の下、資金運用基準に従い行われています。
このうち、経営管理部では、市場運用商品の購入を行っており、投資限度の管理、時価の定期的な把握等、継続的なモニタリングを通じて、価格変動

リスクの軽減を図っております。
(ⅳ)市場リスクに係る定量的情報
当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」

であります。
当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間１年、過去５年間の観測期間で計測される99パーセンタイル値を用いた経済価値の変

動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。
当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用

いております。
なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた経済価値は、１，３０４百万円減少するものと把握

しております。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関は考慮しておりません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、A L Mを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランス調整などによって、流動性リ
スクを管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
なお、金融商品のうち貸出金、預け金、預金積金については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示しております。

25．金融商品の時価等に関する事項
平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時価の算定方法については（注１）参照）。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(＊1) 預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載しております。
(＊2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価等の算定方法
金融資産
(1) 預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、市場金
利（LIBOR、S W A Pﾚｰﾄ）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によってお
ります。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については26.から29.に記載しております。

(3) 貸出金
貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代
わる金額として記載しております。
① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計

（平成23年3月31日現在）

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

現 金
預 け 金
買 入 金 銭 債 権
有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
信金中金出資金
前 払 費 用
未 収 収 益
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産

繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金

（うち個別貸倒引当金）

預 金 積 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

そ の 他 負 債
未 決 済 為 替 借
未 払 費 用
給付補てん備金
未 払 法 人 税 等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
職 員 預 り 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶 発 損 失 引 当 金
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計
（ 純 資 産 の 部 ）
出 資 金
普 通 出 資 金
優 先 出 資 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
特 別 積 立 金
（経営安定積立金）
当期未処分剰余金

処 分 未 済 持 分
会 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純 資 産 の 部 合 計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

3,918
47,022
243

20,054
2,115
1,430
8,179
769

7,560
75,522

556
6,014
64,067
4,885 
908
10 
472
1

326
97

1,750 
930
729
89 
13
7
5

992 
1,235
△8,764

�i�¢8,147�j

142,898

百万円

132,093
814

39,146
162

1,017
82,499
7,710
742
607
16
342
15
18
65
12
48
14
73
41
798
71
4
45

1,235
134,897

3,943
1,943
2,000
3,855
656

3,199
3,075

�i2,150�j
124
△ 58
7,740
260
260
8,000

百万円

142,898

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場
価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法
により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を
採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　物　 ２２年～３９年　　　　その他　 ２年～２０年
４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用期
間（５年）に基づいて償却しております。
５．外貨建資産は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
６．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規
定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等
に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その
残額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証
による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し当該部署から独立した監査部が査定

結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を実施しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等のうち一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められた額を控

除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その額は２,６８２百万円であります。
７．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
８．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（中間報告）（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号）に定め
る簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上しております。
また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資

産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
① 制度全体の積立状況に関する事項（平成２２年３月３１日現在）

年金資産の額　　　　　　　　　　１,３５２,３５６百万円
年金財政計算上の給付債務の額　　１,６２３,７８１百万円
差引額　　　　　　　　　　　　　△２７１,４２４百万円

② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成２２年３月分） ０.１５４４％
③ 補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高２７１,４２４百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間
16年10ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、特別掛金３１百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の

負担割合とは一致しません。
９．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認
められる額を計上しております。

10．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と

上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）
② ①以外の債権については、貸出金の期間に基づく区分毎に、元利金の合計額を市場金利（LIBOR、S W A Pﾚｰﾄ）で割り引いた価額

金融負債
(1) 預金積金
要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分し
て、将来キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は、市場金利
（LIBOR、S W A Pﾚｰﾄ）を用いております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

(＊1) 非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(＊2) 当事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。

(注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。

(注 4) 借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（＊）預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めております。

26．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」のほか、「買入
金銭債権」中の貸付債権信託受益権が含まれております。以下、29．まで同様であります。
満期保有目的の債券

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式　　該当ありません。
その他有価証券

27．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券　　　　該当ありません。
28．当事業年度中に売却したその他有価証券

29．減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認めら

れないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しており
ます。
当事業年度における減損処理額は、７０百万円（うち、外国証券７０百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりとなります。
「著しく下落した」とは、時価が取得原価に比べ３０％以上下落した場合とし、この場合は合理的な反証がない限り、時価が取得原価に回復する見込みが

あるとは認められない。
時価が取得原価に比べて３０％以上下落した場合とは、次の場合をいう。

(イ)前期末の時価も、今期末の時価も共に取得原価より３０％以上下落している場合。
(ロ)前期末か今期末どちらか一方の時価が、取得原価より３０％以上下落しており、かつ期末の格付が、ＢＢ（ダブルＢ）以下となった場合。（格付の使用基準
は自己査定基準に準ずる、以下同じ。）

(ハ)前期末か今期末どちらか一方の時価が、取得原価より３０％以上下落している場合において、当期の４月から３月までのそれぞれの月末時価の平均を算出
し、平均時価が取得原価に比べて３０％以上下落している場合。

(ニ)今期末の時価が５０％以下となった場合。
30．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１４，４３６百万円であります。このうち契約
残存期間が１年以内のものが２，７６３百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響

を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた
融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求
するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講
じております。

31．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。
繰延税金資産
貸倒引当金　　　　　　　　　３，２８６百万円
退職給付引当金　　　　　　　　　２３４
その他　　　　　　　　　　　　　８０３
繰延税金資産小計　　　　　　　４，３２３
評価性引当額　　　　　　　　△３，２１６
繰延税金資産合計　　　　　　　１，１０７
繰延税金負債
その他有価証券等評価差額金　　　１１４
繰延税金負債合計　　　　　　　　１１４
繰延税金資産（負債）の純額　　　　９９２百万円

32．（会計方針の変更）
当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用しております。これにより、税引前当期純利益は11百万円減少しております。

預け金
有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券のうち
　満期があるもの
貸出金（＊）
　　　　合　計

２２，７３８
３，６９２

７００
２，９９２

１７，８３８
４４，２６８

１年以内
１５，４２３
８，０２８

－
８，０２８

１９，９４９
４３，４００

１年超５年以内
５，０００
２，５０８

２００
２，３０８

１３，２７８
２０，７８６

５年超１０年以内
－

４，５４８
４，５４８

－

８，３４１
１２，８８９

１０年超
（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内

預金積金（＊）

　　　　合　計

７０，７６７

７０，７６７

１８，０５３

１８，０５３

８

８

３０９

３０９

１０年超

（単位：百万円）

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国債
地方債
社債
その他
　　小計
国債
地方債
社債
その他
　　小計

－
－
－

９７８
９７８

－
－
－

４，４６９
４，４６９
５，４４８

－
－
－

１，０５１
１，０５１

－
－
－

３，７８９
３，７８９
４，８４０

－
－
－
７２
７２
－
－
－

△６８０
△６８０
△６０７

貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）種類

合計

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　　小計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　　小計

２６７
１０，１３３
２，１１５
１，４３０
６，５８７
１，６６０
１２，０６２

４７６
１，５９１

－
－

１，５９１
６９４

２，７６２
１４，８２４

１８４
９，８５２
２，０９６
１，３９９
６，３５６
１，４４４
１１，４８１

５８３
１，６２６

－
－

１，６２６
７５８

２，９６８
１４，４５０

８３
２８１
１９
３０
２３１
２１５
５８０
△１０７
△３４
－
－

△３４
△６４
△２０５
３７４

貸借対照表計上額（百万円） 取得原価（百万円） 差額（百万円）種類

合計

売却額（百万円）
３７８

売却益の合計額（百万円）
１１

売却損の合計額（百万円）
２債券

区　　分
非上場株式(＊1) (＊2) ２４

貸借対照表計上額
（単位：百万円）

(1) 預け金(＊1)
(2) 有価証券
　　　満期保有目的の債券
　　　その他有価証券
(3) 貸出金(＊1)
　　　貸倒引当金(＊2)

　　　　金融資産計
(1) 預金積金(＊1)
　　　　金融負債計

４７，０２２
２０，０３０
５，４４８
１４，５８１
７５，５２２
△８，７６０
６６，７６２
１３３，８１４
１３２，０９３
１３２，０９３

４７，３４８
１９，４２２
４，８４０
１４，５８１

６８，１２６
１３４，８９６
１３２，２４６
１３２，２４６

３２５
△６０７
△６０７

－

１，３６４
１，０８２

１５３
１５３

貸借対照表
計　上　額 時　　価 差　　額

（単位：百万円）

ご　あ　い　さ　つ 第63期末貸借対照表


